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指定地域密着型サービス事業所の新規指定について  

１  地域密着型サービス事業所の新規指定等に関する運営協議会の役割  

  市区町村の長は新規指定等に当たり、あらかじめ被保険者等の意見

を反映させるための必要な措置を講じるよう努める必要があります。  

  そこで、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため設置され

る運営協議会（委員会）において意見を求め、質の確保や運営評価等

の必要事項を協議することにより、当該必要な措置を講じたこととし

ています。  

   

２  地域密着型サービスについて  

  地域密着型サービスは、高齢者が中重度の要介護状態となっても、

可能な限り住み慣れた自宅又は地域で生活を継続できるようにするた

め、身近な市区町村で提供されるサービスです。  

  事業者はその特性を活かし、地域に沿ったサービスを提供すること

で、被保険者のニーズにきめ細かく応えることができると期待されて

います。  

当該サービスは、提供市区町村の長による事業所指定を受けること

で、当該事業所を利用する被保険者に対する保険給付を受けることが

でき、また指定基準に沿って運営がされているか定期的に確認するた

め、指定の効力に６年間の期限が設けられています。  

そのため、指定の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を

継続する場合には、介護保険法の規定に基づく指定の更新を受ける必

要があります。  

  

３  新規指定をする小規模多機能型居宅介護事業所について  

  今回審査いただく「ひまわりの家」については、平成１９年８月１

日から事業を行っていますが、令和５年１１月より運営法人が変更と

なることから、新規指定の申請があったものです。なお、人員や主な

掲示事項などは現在の運営体制と変更はありません。  

審査の結果、指定基準その他の法定の欠格事由に該当しないことを

確認したため、令和５年１１月１日付けで指定をするものです。  
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４  申請内容  

事
業
所 

 

名称  小規模多機能サービスひまわりの家  

所在地  流山市三輪野山１－９８７  

指定年月日  

令和５年１１月１日  

（今回の運営協議会で意見を聴取、反映し、指

定更新手続きを進めます。）  

指定を受ける  

サービス  

（介護予防）小規模多機能型居宅介護  

指定小規模多機能型居宅介護は、通いを

中心として、利用者の様態や希望に応じて、

随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを

提供することにより、利用者の居宅におけ

る生活の継続を支援するもの。  

申

請

者 

名称  社会福祉法人すこやか福祉会  

事務所所在地  東京都葛飾区新宿３－４－１０  

代表者職氏名  理事長  藤井  博之  

人
員 

管理者  １名（常勤１名）  

介護支援専門員  １名（常勤１名）  

介護職員  １５名（常勤３名、非常勤１２名）  

看護職員   ４名（非常勤４名）  

主
な
掲
示
事
項 

営業日 ３６５日 

営業時間 ２４時間（通い基本１０：００～１７：００） 

登録定員 ２４名 

通いサービスの  

利用定員  
１２名 

宿泊サービスの  

利用定員  
４名  

利用料  法定代理受領分（１割から３割負担分）  

食事の提供に要す

る費用  

朝食代３５０円、昼食代５００円、  

夕食代４５０円  

宿泊に要する費用  一泊２，５００円  

通常事業実施地域  流山市  

 


